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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年４月６日 １５時００分ごろ 

発生場所 石川県志賀町富来
と ぎ

漁港南西方沖 

志賀町所在の能登富来港風
かざ

無
なし

第３防波堤灯台から真方位２２５°

１１.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３７°００.０′ 東経１３６°３１.１′） 

事故調査の経過 平成２４年７月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 睦
むつ

丸、１０トン 

ＩＫ２－５５６２（漁船登録番号）、個人所有 

１４.９２ｍ（Lr）×３.８７ｍ×１.２２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５５２kＷ、平成１１年１１月６日 

Ｂ 漁船 第二十八大起
だ い き

丸、６.６トン 

ＩＫ２－４１７７（漁船登録番号）、個人所有 

１３.３６ｍ（Lr）×２.９８ｍ×１.２３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５４０kＷ、昭和５９年９月２３日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 昭和５３年２月２４日 

免許証交付日 平成１９年１０月９日 

（平成２５年３月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 平成７年１月３１日 

免許証交付日 平成２１年１０月２６日 

（平成２７年１月３０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 球状船首部に凹損 

Ｂ 左舷後部に破口 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、富来漁港南西方沖の漁場にお
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いてＢ船及び他の僚船と共に底びき網漁を行い、５回目の揚網を終え

て船首を北北西方に向けて漂泊し、乗組員２人が船首甲板で漁獲物の

整理作業を始め、船長Ａが、船首甲板で漁獲物の状況などを確認した

のち、操舵室左舷側の出入口から操舵室に戻り、Ｂ船及び他の僚船と

無線で漁模様などについて交信を始めた。 

船長Ａは、揚網を終えた頃に左舷後方で投網中のＢ船を視認したも

のの、操舵室に戻る際に周囲を確認したときにはＢ船が視認できなか

ったので、Ｂ船がＡ船から離れた所でえい
．．

網しているものと思い、平

成２４年４月６日１４時５８分ごろ、次の投網場所に移動するため、

手動操舵に就き、機関を微速力前進として約６～７ノット（kn）の速

力（対地速力、以下同じ。）で右転を始めた。 

船長Ａは、Ｂ船の位置を確認しようと思い、操舵室右舷側の下部に

設置されたレーダーでＢ船の映像を探したが、日差しによって３Ｍレ

ンジとしたレーダー画面が見えづらくなっていたので、Ａ船が東南東

方に向いたところで自動操舵に切り替え、顔をレーダー画面に近づけ

てＢ船の映像を探していたとき、Ｂ船から無線で衝突の危険がある旨

の知らせを受けた。 

船長Ａは、顔を上げて前方を見たところ、船首方にＢ船を視認した

ので、機関を後進としたが、１５時００分ごろ、能登富来港風無第３

防波堤灯台から２２５°（真方位、以下同じ。）１１.６Ｍ付近におい

て、Ａ船の船首部とＢ船の左舷後部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、富来漁港南西方沖の漁場でＡ

船及び他の僚船と共に底びき網漁を行い、船長Ｂが、単独で操船に当

たり、左回りに航行しながら５回目の投網を行い、１４時５５分ご

ろ、約０２０°の針路及び約２.０kn の速力とし、自動操舵によりえ
．

い
．
網を始めた。 

船長Ｂは、操舵室の左舷側で立ち、左舷前方で揚網を終えて船尾を

Ｂ船の方に向けて漂泊中のＡ船を視認しながら、Ａ船及び他の僚船と

無線で漁模様などについて交信していたところ、Ａ船の船尾方を通過

する頃、Ａ船が発進して右転を始めたのを認めた。 

船長Ｂは、船長Ａが船長Ｂと無線で交信していたので、Ｂ船を確認

しながら操船しているものと思い、右転を続けるＡ船の動きを注意深

く見守っていたところ、Ａ船がＢ船に向けて航行するようになり、左

舷前方約５０ｍに接近したときに衝突の危険を感じ、無線でＡ船に対

して衝突の危険がある旨を知らせ、機関を全速力前進としたが、１５

時００分ごろＢ船とＡ船とが衝突した。 

Ｂ船は、左舷後部に生じた破口から機関室に浸水したものの、僚船

の協力を得て排水を行いながら自力航行し、富来漁港に帰港した。 

Ａ船及び他の僚船は、Ｂ船の漁網を揚収したのち、富来漁港に帰港

した。 
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 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.５～２.０ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項 

 

Ａ船は、右舷前部から揚網し、乗組員２人が船首甲板で漁獲物の整

理を行っていた。 

船長Ａは、本事故当時、波が高く、レーダー画面の中心付近に海面

反射による映像が表示されていたので、海面反射抑制調整を行ってい

たことから、画面の中心から半径約０.２Ｍ内に映像が表示されてい

なかった。 

Ｂ船は、黒色鼓形形象物を掲げ、長さ約１,１００ｍの引き綱を使

用してえい
．．

網していた。 

船長Ｂは、Ｂ船の船首甲板で乗組員２人が漁獲物の整理作業を行っ

ていたので、Ａ船がＢ船の左舷船首部に衝突しないように機関を全速

力前進とした。 

Ａ船及びＢ船は、操舵室の天井に無線機を取り付けていた。 

Ａ船及びＢ船は、乗組員全員が救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、富来漁港南西方沖において漂泊中、船長Ａが、Ｂ船がＡ船

から離れた所でえい
．．

網しているものと思い込み、見張りを適切に行っ

ていなかったことから、右舷側でえい
．．

網中のＢ船に気付かずに発進し

て右転し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、富来漁港南西方沖においてえい
．．

網しながら北北東進中、船

長Ｂが、発進して右転を始めたＡ船の動向に注意を向けていたとこ

ろ、Ａ船がＢ船に向けて接近するようになったので、無線でＡ船に対

して衝突の危険を知らせ、機関を全速力前進として衝突を避けようと

したものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、富来漁港南西方沖において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船がえい
．．

網しながら北北東進中、船長Ａが見張りを適切に行っていなかったた

め、右舷側でえい
．．

網中のＢ船に気付かずに発進して右転し、両船が衝

突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・発進する前に周囲の状況を確認すること。 

 




